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東海市条例第１３号 

 

東海市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  

東海市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和４４年東海市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第２項ただし書中「３人」を「２人」に改め、「及び２番目の年長者」を削る。 

別表第２備考第６号及び第７号を削る。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東海市立保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、令和６年４月以

後の保育所における保育に係る保育料について適用し、同月前の保育所における保

育に係る保育料については、なお従前の例による。 


